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官意事項の取りまとめに当たり各流畢当書者から聴取した持摘事項

Xく,内は指括してL1る流通当事者等

l.メ-力-と卸尭兼者の取引について

くり メ-力-の仕切価格について
l メ-力-による現在の仕切価設走は.多くの場合.市場実勢価に比べて高い水

準となっており.このため卸売薫者の-次売差マイナスが常態化しているo この

差を哩める形で仕切価修正としてのアロ-アンス運用が行われ.結果としてア口

-アンスの比率が拡大傾向にある.く卸1
z このような取引形態IL卸売業者の利益体系がメ-力-による価格支配を受け

やすく.卸売薫者がメ-力-依存体質から脱却できない要因であると指摘されて

いる.く卸.ユ-ザ11
l .また.割戻しの中にぱ-次仕切価に反映することが可能なものもあるが.必ず

しも仕切価-の反映は進んでいないとの指摘もある.く卸1
. さらにはlアロ-アンスの拡大傾向により,卸売業者にとって最終的な利益が

-

期首など早い段階で見込みにくい利益体系となっており.このため医療機関ノ薬

局に対する実質的な価格提示が遅くなるのではないか.また.医療機関ノ薬局側

にr卸売業者を叩けばメ-力-から値引財源が引き出せるJとの思惑を生じさせ.

これが長期にわたる未妥結.倣納入の要因となっているのではないか.と指摘さ

れているo,く卸.ユ-ザ-J

く21割戻し.アロ-アンスの運用基準について

.メ-力-による割戻しの支払基準等の整理は進んできているが. -部に期末に

締めてみなければ分からない割戻しや高率なアロ-アンスなどが依然として存在

するため.販売時点で仕入原価が判明せずl卸売業者の利益管理を困難にしてい

るという指摘があるo く卸J

.L -九.卸売業者が年度末にメ-力-に対して利益修正的なア口-アンスの見直

し交渉を行うなど不透明な取引が存在しているとの指摘もあるo くユ-ザ-1


